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第 ５ 号 

  熊本県手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

熊本県手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定することとする。 

 令和５年９月１３日提出 

                       熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

  熊本県手数料条例の一部を改正する条例 

 熊本県手数料条例（平成１２年熊本県条例第９号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項第６９号中「又は第３条の３第１項」を「、第３条の３第１項又は第３条

の４第１項」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日又は生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を

図るための旅館業法等の一部を改正する法律（令和５年法律第５２号）の施行の日のいず

れか遅い日から施行する。 

 （提案理由） 

 旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）の一部改正に伴い、手数料の規定を整備する必

要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 
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第 ６ 号 

   熊本県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正する条例の

制定について 

 熊本県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正する条例を次の

ように制定することとする。 

  令和５年９月１３日提出 

                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

   熊本県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正する条例 

 （熊本県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正） 

第１条 熊本県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例（平成２４年熊本県条例

第７５号）の一部を次のように改正する。 

第１５条、第２９条及び第３７条中「厚生労働大臣」を「こども家庭庁長官」に改め

る。 

  第４８条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。 

第６０条、第６９条第１項第６号、第８５条第３項及び第９８条中「厚生労働大臣」

を「こども家庭庁長官」に改める。 

第１０６条第１項中「厚生労働省組織規則（平成１３年厚生労働省令第１号）第６２

２条」を「こども家庭庁組織規則（令和５年内閣府令第３８号）第１６条」に改め、同

条第２項中「厚生労働大臣」を「こども家庭庁長官」に改める。 

 （熊本県手数料条例の一部改正） 

第２条 熊本県手数料条例（平成１２年熊本県条例第９号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１項第１１０号の５中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。 

 （熊本県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の

一部改正） 

第３条 熊本県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条

例（平成２４年熊本県条例第７６号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１項中「厚生労働大臣」を「こども家庭庁長官及び厚生労働大臣」に改める。 

第８条に後段として次のように加える。 

この場合において、重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用

する第６条第１項中「こども家庭庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは、「厚生労働

大臣」と読み替えるものとする。 

第４５条第１項及び第２項中「厚生労働大臣」を「こども家庭庁長官及び厚生労働大

臣」に改める。 

第４９条第２項中「読み替える」の次に「ほか、重度訪問介護に係る基準該当障害福
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祉サービスの事業について準用する場合に限り、第４５条中「こども家庭庁長官及び厚

生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替える」を加える。 

第１０５条第４項及び第１１４条第３項中「厚生労働大臣」を「こども家庭庁長官及

び厚生労働大臣」に改める。 

第１９６条第１項第２号ア中「障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定

の基準等に関する省令」を「障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基

準等に関する命令」に、「区分省令」を「区分命令」に改め、同号イからエまでの規定

中「区分省令」を「区分命令」に改める。 

第２０１条の４第１項第２号アからエまでの規定中「区分省令」を「区分命令」に改 

める。 

附則第１３項及び第１４項中「区分省令」を「区分命令」に改める。 

 （熊本県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部改

正） 

第４条 熊本県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例（平成

２４年熊本県条例第８２号）の一部を次のように改正する。 

第６条第２項中「厚生労働大臣」を「こども家庭庁長官」に改め、同条第９項中「入

所して」を「通所して」に改める。 

第７条第１１項中「入所して」を「通所して」に改める。 

第２４条第４項中「厚生労働大臣」を「こども家庭庁長官」に改める。 

第５６条第３項及び第６３条第４項中「入所して」を「通所して」に改める。 

第６７条第４項及び第９２条第５項中「厚生労働大臣」を「こども家庭庁長官」に改

める。 

 （熊本県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部改

正） 

第５条 熊本県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例（平成

２４年熊本県条例第８３号）の一部を次のように改正する。 

  第１７条第４項及び第３１条中「厚生労働大臣」を「こども家庭庁長官」に改める。 

（熊本県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正する条例の一

部改正） 

第６条 熊本県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正する条例

（令和５年熊本県条例第８号）の一部を次のように改正する。 

  附則第２項中「第４１条の２」の次に「（新指定通所支援基準条例第５５条の６、第

５９条、第７１条、第７８条、第７８条の２、第８１条、第８１条の９及び第８９条に

おいて準用する場合を含む。）」を、「熊本県指定障害児入所施設等の人員、設備及び 
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運営の基準等に関する条例」の次に「（以下この項において「新指定入所施設基準条例」

という。）」を、「第３７条の２」の次に「（新指定入所施設基準条例第５７条におい

て準用する場合を含む。）」を加える。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

（提案理由） 

こども家庭庁設置法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令（令和５

年厚生労働省令第４８号）の施行等に伴い、関係条例の規定を整理する必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 
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第 ７ 号 

  熊本県旅館業法施行条例の一部を改正する条例の制定について 

熊本県旅館業法施行条例の一部を改正する条例を次のように制定することとする。 

 令和５年９月１３日提出 

                       熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

熊本県旅館業法施行条例の一部を改正する条例 

熊本県旅館業法施行条例（昭和３３年熊本県条例第２６号）の一部を次のように改正す

る。 

第５条中「第５条第３号」を「第５条第１項第４号」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日又は生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を

図るための旅館業法等の一部を改正する法律（令和５年法律第５２号）の施行の日のいず

れか遅い日から施行する。 

（提案理由） 

 旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）の一部改正に伴い、関係規定を整理する必要が

ある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 
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第 ８ 号 

  熊本県興行場法施行条例の一部を改正する条例の制定について 

熊本県興行場法施行条例の一部を改正する条例を次のように制定することとする。 

 令和５年９月１３日提出 

                       熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

熊本県興行場法施行条例の一部を改正する条例 

熊本県興行場法施行条例（昭和５９年熊本県条例第２２号）の一部を次のように改正す

る。 

第４条の２第１項第１号中「住所並びに」の次に「相続人にあっては、」を加え、同項

第２号中「被相続人」を「興行場営業を譲渡した者の氏名及び住所（法人にあっては、そ

の名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地）、被相続人」に、「（法人にあっ

ては、」を「又は」に、「又は」を「若しくは」に、「所在地）」を「所在地」に改め、

同項第３号中「相続開始」を「興行場営業を譲り受けた年月日、相続開始」に、「（法人

にあっては、」を「又は法人の」に、「又は」を「若しくは」に、「年月日）」を「年月

日」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日又は生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を

図るための旅館業法等の一部を改正する法律（令和５年法律第５２号）の施行の日のいず

れか遅い日から施行する。 

（提案理由） 

 興行場法（昭和２３年法律第１３７号）の一部改正に伴い、関係規定を整備する必要が

ある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 
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第 ９ 号 

財産の取得について 

財産を次のように取得することとする。 

  令和５年９月１３日提出 

熊本県知事 蒲 島 郁 夫

取得する財産の表示 
取得の相手方 取得の目的 取得の予定価格 

区分 所在地 面積 

建物 熊本市中央区

出水四丁目１

番２号 

401.21

平方メー

トル 

熊本市南区城

南町舞原１９

５番地２２ 

株式会社エバ

ーランド 

県立ゆうあ 

い中学校校 

舎 

138,534,000 円 

 （提案理由） 

 県立ゆうあい中学校校舎として建物を取得する必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。                      
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第 １０ 号 

   財産の取得について 

 財産を次のように取得することとする。 

  令和５年９月１３日提出 

                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

 取得する財産の表示 
取得の相手方  取得の目的 取得の予定価格 

区分  品名及び規格 

物品 車両速度計測器 

（JMA-401A） 

熊本市東区健軍

本町１番地１号 

日本無線株式会

社熊本営業所 

速度違反取締り

用機器として使

用するため 

125,400,000 円 

 （提案理由） 

 熊本県警察において使用する速度違反取締り用機器として、物品を購入する必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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第 １１ 号 

   財産の取得について 

 財産を次のように取得することとする。 

  令和５年９月１３日提出 

                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

 取得する財産の表示 
取得の相手方  取得の目的 取得の予定価格 

区分  品名及び規格 

物品 プロジェクター及

び周辺機器一式 

福岡市博多区豊

一丁目４番２５

号 

ジャトー株式会

社九州営業所 

熊本県運転免許

センターにおい

て講習に使用す

るため 

 34,610,400円 

 （提案理由） 

 熊本県警察において使用するプロジェクター及び周辺機器として、物品を購入する必要 

がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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第 １２ 号 

令和５年度農林水産関係の建設事業の経費に対する市町村負担金（地方財政法関係） 

について 

令和５年度において熊本県が施行する農林水産関係の建設事業について、当該事業に要

する経費のうち市町村が負担すべき金額（地方財政法関係）を次のとおり定めることとす

る。 

令和５年９月１３日提出 

熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

事    業    名 負担すべき金額 

１ かんがい排水事業（水利施設整備事業（基幹 

水利施設保全型）（令和２年度以前採択地区 

分）（県営土地改良事業として実施するものを 

除く。）に限る。） 

２ かんがい排水事業（水利施設整備事業（基幹 

水利施設保全型）（令和３年度以降新規採択地 

区分）（県営土地改良事業として実施するもの 

を除く。）に限る。） 

３ 経営体育成基盤整備事業（農業生産基盤整備 

に係るものを除く。） 

４ 中山間地域総合整備事業（農業生産基盤整備 

に係るものを除く。） 

５ 田んぼダム普及・拡大モデル事業（法指定地 

域に限る。） 

６ 地域密着型農業基盤整備事業（かんがい排水 

事業関連） 

７ 地域密着型農業基盤整備事業（経営体育成基 

盤整備事業関連（一般地域に限る。）） 

８ 地域密着型農業基盤整備事業（経営体育成基 

盤整備事業関連（法指定地域に限る。）） 

９ 地域密着型農業基盤整備事業（ほ場整備事業 

関連） 

１０ 地域密着型農業基盤整備事業（畑地帯総合 

整備事業関連（国営関連地区に限る。）） 

１１ 地域密着型農業基盤整備事業（畑地帯総合 

工事費の１００分の２５に相当

する金額 

 

 

工事費の１００分の２１に相当

する金額 

 

 

工事費の１００分の２２．５に

相当する金額 

工事費の１００分の１５に相当 

する金額 

工事費の１００分の１３に相当

する金額 

工事費の１００分の２５に相当

する金額 

工事費の１００分の２２．５に

相当する金額 

工事費の１００分の１７．５に

相当する金額 

工事費の１００分の２５に相当

する金額 

工事費の１００分の２０に相当

する金額 

工事費の１００分の２５に相当
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整備事業関連（国営関連地区を除く。）） 

１２ 地域密着型農業基盤整備事業（中山間地域 

総合整備事業関連） 

１３ 地域密着型農業基盤整備事業（農道事業関 

連） 

１４ 地域密着型農業基盤整備事業（防災ダム事 

業関連（防災ダム）） 

１５ 地域密着型農業基盤整備事業（防災ダム事 

業関連（地震ため池）） 

１６ 地域密着型農業基盤整備事業（ため池等整 

備事業関連（一般）） 

１７ 地域密着型農業基盤整備事業（ため池等整 

備事業関連（河川工作物）） 

１８ 地域密着型農業基盤整備事業（湛水防除事 

業関連（平成１７年度以前採択分（法指定地域 

を除く。））） 

１９ 地域密着型農業基盤整備事業（湛水防除事 

業関連（平成１７年度以前採択分（法指定地域 

に限る。））） 

２０ 地域密着型農業基盤整備事業（湛水防除事 

業関連（平成１８年度から平成２１年度までの 

新規採択分）） 

２１ 地域密着型農業基盤整備事業（湛水防除事 

業関連（平成２２年度以降新規採択分）） 

２２ 地域密着型農業基盤整備事業（農地保全事 

業関連（平成１７年度以前採択分）） 

２３ 地域密着型農業基盤整備事業（農地保全事 

業関連（平成１８年度以降新規採択分）） 

２４ 地域密着型農業基盤整備事業（特定農業用 

 管水路等特別対策事業関連（一般地域に限る。）） 

２５ 地域密着型農業基盤整備事業（特定農業用 

管水路等特別対策事業関連（法指定地域に限 

る。）） 

２６ 地域密着型農業基盤整備事業（海岸保全事 

する金額 

工事費の１００分の１５に相当

する金額 

工事費の１００分の１０に相当

する金額 

工事費の１００分の６に相当す

る金額 

工事費の１００分の１１に相当

する金額 

工事費の１００分の２１に相当

する金額 

工事費の１００分の８に相当す

る金額 

工事費の１００分の１９．５に

相当する金額 

 

工事費の１００分の１４．５に

相当する金額 

 

工事費の１００分の８に相当す

る金額 

 

工事費の１００分の１８に相当

する金額 

工事費の１００分の２５に相当

する金額 

工事費の１００分の２１に相当

する金額 

工事費の１００分の１５に相当

する金額 

工事費の１００分の１０に相当

する金額 

 

工事費の１００分の５に相当す
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業関連） 

２７ 地域密着型農業基盤整備事業（災害復旧関 

連） 

２８ 地域密着型農業基盤整備事業（農地等災害 

復旧事業関連（施設関連）） 

２９ 地域密着型農業基盤整備事業（農地等災害 

復旧事業関連（農地関連）） 

３０ 水産流通基盤整備事業 

 

３１ 漁港施設機能強化事業 

 

３２ 水産環境整備事業 

 

３３ 水産生産基盤整備事業（離島の外郭施設及 

び水域施設を除く。） 

３４ 漁村再生交付金事業 

 

３５ 単県漁港改良事業 

る金額 

工事費の１００分の５０に相当

する金額 

工事費の１００分の０．３に相

当する金額 

工事費の１００分の１．３５に

相当する金額 

工事費の１００分の５に相当す

る金額 

工事費の１００分の５に相当す

る金額 

工事費の１００分の１０に相当

する金額 

工事費の１００分の５に相当す

る金額 

工事費の１００分の１０に相当

する金額 

工事費の３分の１に相当する金

額 

（提案理由） 

令和５年度において熊本県が施行する農林水産関係の建設事業に要する経費の一部を市

町村に負担させるため、地方財政法（昭和２３年法律第１０９号）第２７条第２項の規定

により議会の議決を経る必要がある。 

これが、この議案を提出する理由である。 
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第 １３ 号 

令和５年度農地海岸保全事業及び漁港海岸保全施設整備事業の経費に対する市町負 

担金について 

令和５年度において熊本県が施行する農地海岸保全事業及び漁港海岸保全施設整備事業

について、当該事業に要する経費のうち市町が負担すべき金額を次のとおり定めることと

する。 

令和５年９月１３日提出 

熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

事    業    名 負担すべき金額 

１ 農地海岸保全事業 

 

２ 漁港海岸保全施設整備事業 

工事費の１００分の５に相当す

る金額 

工事費の１００分の５に相当す

る金額 

（提案理由） 

令和５年度において熊本県が施行する農地海岸保全事業及び漁港海岸保全施設整備事業

に要する経費の一部を市町に負担させるため、海岸法（昭和３１年法律第１０１号）第２

８条第２項の規定により議会の議決を経る必要がある。 

これが、この議案を提出する理由である。 
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第 １４ 号 

令和５年度県営土地改良事業の経費に対する市町村負担金について 

令和５年度において熊本県が施行する県営土地改良事業について、当該事業に要する経

費のうち市町村が負担すべき金額を次のとおり定めることとする。 

令和５年９月１３日提出 

熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

事    業    名 負担すべき金額 

１ かんがい排水事業（水利施設整備事業（排水 

対策特別型及び農地集積促進型）に限る。） 

２ かんがい排水事業（水利施設整備事業（基幹 

 水利施設保全型）（令和２年度以前採択地区 

分）に限る。） 

３ かんがい排水事業（水利施設整備事業（基幹 

水利施設保全型）（令和３年度以降新規採択地 

区分）に限る。） 

４ 畑地帯総合整備事業（農業生産基盤整備に係 

るものに限る。） 

５ 経営体育成基盤整備事業（農業生産基盤整備 

に係るものに限る。） 

６ 農道整備事業 

 

７ 中山間地域総合整備事業（農業生産基盤整備 

に係るものに限る。） 

８ 湛水防除事業（法指定地域を除く。） 

 

９ 湛水防除事業（平成１８年度以降新規採択分 

（法指定地域に限る。）） 

１０ 湛水防除事業（平成１７年度以前採択分 

（法指定地域に限る。）） 

１１ 防災ダム事業 

 

１２ 農地保全整備事業 

 

１３ ため池等整備事業 

工事費の１００分の１０に相当 

する金額 

工事費の１００分の１０に相当 

する金額 

 

工事費の１００分の１４に相当 

する金額 

 

工事費の１００分の１０に相当 

する金額 

工事費の１００分の１０に相当 

する金額 

工事費の１００分の１０に相当 

する金額 

工事費の１００分の１０に相当 

する金額 

工事費の１００分の１８に相当 

する金額 

工事費の１００分の１３に相当 

する金額 

工事費の１００分の１４．５に 

相当する金額 

工事費の１００分の６に相当す 

る金額 

工事費の１００分の１４に相当 

する金額 

工事費の１００分の１４に相当 
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１４ ため池緊急整備事業（一般地域に限る。） 

 

１５  ため池緊急整備事業（法指定地域に限る。） 

 

１６ 特定農業用管水路等特別対策事業（美里町 

の区域を除く。） 

１７ 特定農業用管水路等特別対策事業（美里町 

の区域に限る。） 

する金額 

工事費の１００分の１６に相当 

する金額 

工事費の１００分の１１に相当 

する金額 

工事費の１００分の１０に相当 

する金額 

工事費の１００分の５に相当す 

る金額 

（提案理由） 

令和５年度において熊本県が施行する県営土地改良事業に要する経費の一部を市町村に

負担させるため、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９１条第６項において準用

する同法第９０条第１０項の規定により議会の議決を経る必要がある。 

これが、この議案を提出する理由である。 
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第 １５ 号 

令和５年度道路事業の経費に対する市町村負担金について 

令和５年度において熊本県が施行する道路事業について、当該事業に要する経費のうち

市町村が負担すべき金額を次のとおり定めることとする。 

令和５年９月１３日提出 

熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

事    業    名 負担すべき金額 

１ 単県道路改築事業（改良） 

 

２ 単県道路改良事業（側溝整備） 

 

工事費の１０分の１．５に相当

する金額 

工事費の１０分の１．５に相当

する金額 

（提案理由） 

令和５年度において熊本県が施行する道路事業に要する経費の一部を市町村に負担させ

るため、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第５２条第２項の規定により議会の議決を

経る必要がある。 

これが、この議案を提出する理由である。 
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第 １６ 号 

令和５年度市町村道過疎代行事業の経費に対する町負担金について 

令和５年度において熊本県が施行する市町村道過疎代行事業について、当該事業に要す

る経費のうち町が負担すべき金額を次のとおり定めることとする。 

令和５年９月１３日提出 

熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

事    業    名 負担すべき金額 

道路施設保全改築事業 

 

工事費の１０分の１．５に相当

する金額 

（提案理由） 

令和５年度において熊本県が施行する市町村道過疎代行事業に要する経費の一部を町に

負担させるため、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第１９

号）第１６条第５項の規定により議会の議決を経る必要がある。 

これが、この議案を提出する理由である。 
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第 １７ 号 

令和５年度流域下水道事業の経費に対する市町村負担金について 

令和５年度において熊本県が施行する流域下水道事業について、当該事業に要する経費

のうち市町村が負担すべき金額を次のとおり定めることとする。 

令和５年９月１３日提出 

熊本県知事 蒲 島 郁 夫

事    業    名 負担すべき金額 

１ 熊本北部流域下水道建設事業 

 

 

２ 球磨川上流流域下水道建設事業 

 

 

３ 八代北部流域下水道建設事業 

 

 

４ 熊本北部流域下水道維持管理事業 

 

５ 球磨川上流流域下水道維持管理事業 

 

 

６ 八代北部流域下水道維持管理事業 

事業費から国庫補助金額等を控

除した額の２分の１に相当する

金額 

事業費から国庫補助金額等を控

除した額の２分の１に相当する

金額 

事業費から国庫補助金額等を控

除した額の２分の１に相当する

金額 

流入水量１立方メートル当たり 

５０円 

流入水量１立方メートル当たり 

１００円及び資本費７１，０１

５，８２１円 

流入水量１立方メートル当たり 

１５１円 

（提案理由） 

令和５年度において熊本県が施行する流域下水道事業に要する経費の一部を市町村に負

担させるため、下水道法（昭和３３年法律第７９号）第３１条の２第２項の規定により議

会の議決を経る必要がある。 

これが、この議案を提出する理由である。 
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第 １８ 号 

令和５年度海岸事業の経費に対する市町負担金について 

令和５年度において熊本県が施行する海岸事業について、当該事業に要する経費のうち

市町が負担すべき金額を次のとおり定めることとする。 

令和５年９月１３日提出 

熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

事    業    名 負担すべき金額 

１ 海岸堤防等老朽化対策緊急事業 

 

２ 津波・高潮危機管理対策緊急事業 

 

３ 単県海岸保全事業 

 

工事費の２０分の１に相当する

金額 

工事費の２０分の１に相当する

金額 

工事費の２０分の１に相当する

金額 

（提案理由） 

令和５年度において熊本県が施行する海岸事業に要する経費の一部を市町に負担させる

ため、海岸法（昭和３１年法律第１０１号）第２８条第２項の規定により議会の議決を経

る必要がある。 

これが、この議案を提出する理由である。 
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第 １９ 号 

令和５年度地すべり対策事業の経費に対する市負担金について 

令和５年度において熊本県が施行する地すべり対策事業について、当該事業に要する経

費のうち市が負担すべき金額を次のとおり定めることとする。 

令和５年９月１３日提出 

熊本県知事 蒲 島 郁 夫

      事    業    名       負担すべき金額    

単県地すべり対策事業 工事費の１０分の１に相当する

金額 

（提案理由） 

令和５年度において熊本県が施行する地すべり対策事業に要する経費の一部を市に負担

させるため、地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第３１条第２項の規定により

議会の議決を経る必要がある。 

これが、この議案を提出する理由である。 
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第 ２０ 号 

令和５年度都市計画事業、港湾事業、急傾斜地崩壊対策事業及び砂防事業の経費に

対する市町村負担金（地方財政法関係）について 

令和５年度において熊本県が施行する都市計画事業、港湾事業、急傾斜地崩壊対策事業

及び砂防事業について、当該事業に要する経費のうち市町村が負担すべき金額（地方財政

法関係）を次のとおり定めることとする。 

令和５年９月１３日提出 

熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

事    業    名 負担すべき金額 

１ 単県街路促進事業 

  

２ 街路整備事業（被災市街地復興推進地域内の

事業を除く。） 

３ 街路整備事業（被災市街地復興推進地域内の

事業に限る。） 

 

４ 直轄港湾改修事業（八代港大築島南地区土砂

処分場整備及び耐震強化部以外のクルーズ船専

用岸壁を除く。） 

５ 直轄港湾改修事業（八代港大築島南地区土砂

処分場整備及び耐震強化部以外のクルーズ船専

用岸壁に限る。） 

６ 重要港湾改修事業 

 

７ 地方港湾改修事業 

 

８ 港湾補修事業 

 

９ 重要港湾環境整備事業 

  

 １０ 地方港湾環境整備事業（長洲港土砂処分場

整備に限る。） 

１１ 急傾斜地崩壊対策事業（総合流域防災事業 

を含む。）（公共施設、避難関連又は災害時要 

援 

工事費の１０分の１に相当する

金額 

工事費の１０分の１に相当する

金額 

工事費から国庫補助金額等を控

除した額の１０分の１に相当す

る金額 

工事費の１０分の１に相当する

金額 

 

工事費の２０分の１に相当する

金額 

 

工事費の１０分の１に相当する

金額 

工事費の５分の１に相当する金

額 

工事費の６分の１に相当する金

額 

工事費の１０分の１に相当する

金額 

工事費の１０分の１に相当する

金額 

工事費の２０分の１に相当する

金額 

 

 

 

工事費の１０分の１に相当する
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 援護者に関連する事業で、かつ、大規模斜面、

緊急改築又は災関フォローのいずれかに該当す

るもの） 

１２ 急傾斜地崩壊対策事業（総合流域防災事業 

を含む。）（公共施設、避難関連又は災害時要

援護者に関連する事業で、かつ、大規模斜面、

緊急改築又は災関フォローのいずれにも該当し

ないもの） 

１３ 急傾斜地崩壊対策事業（総合流域防災事業

を含む。）（公共施設、避難関連又は災害時要

援護者のいずれにも関連しない一般の事業で、

かつ、大規模斜面、緊急改築又は災関フォロー

のいずれかに該当するもの） 

１４ 急傾斜地崩壊対策事業（総合流域防災事業

を含む。）（公共施設、避難関連又は災害時要

援護者のいずれにも関連しない一般の事業で、

かつ、大規模斜面、緊急改築又は災関フォロー

のいずれにも該当しないもの） 

１５ 単県急傾斜地崩壊対策事業 

 

１６ 単県砂防事業 

 

 

 

 

工事費の１０分の１に相当する

金額 

 

 

 

工事費の１０分の１に相当する

金額 

 

 

 

工事費の５分の１に相当する金

額 

 

 

 

工事費の３分の１に相当する金

額 

工事費の１０分の１に相当する

金額 

（提案理由） 

令和５年度において熊本県が施行する都市計画事業、港湾事業、急傾斜地崩壊対策事業

及び砂防事業に要する経費の一部を市町村に負担させるため、地方財政法（昭和２３年法

律第１０９号）第２７条第２項の規定により議会の議決を経る必要がある。 

これが、この議案を提出する理由である。 
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第 ２１ 号 

   工事請負契約の締結について 

 松原地区農村地域防災減災事業（湛防）第８号工事他合併について、次のように請負契

約を締結することとする。 

  令和５年９月１３日提出 

                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

１ 工  事  名 松原地区農村地域防災減災事業（湛防）第８号工事他合併 

２ 工 事 内 容 排水ポンプ設備製作据付工 

３ 工 事 場 所 宇土市馬之瀬町地内 

４ 工     期 契約締結の日の翌日から令和８年６月３０日まで 

５ 契 約 金 額 １，７６６，９５４，０２４円 

６ 契約の相手方 福岡県福岡市博多区美野島一丁目２番８号 

          株式会社荏原製作所九州支社 

          代表者 支社長 太田賢一 

７ 契 約 の 方 法 一般競争入札 

 （提案理由） 

 松原地区農村地域防災減災事業（湛防）第８号工事他合併請負契約の締結について、議

会の議決に付すべき契約に関する条例（昭和３９年熊本県条例第３０号）第２条の規定に

より議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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第 ２２ 号 

   工事請負契約の締結について 

 第一高校長寿命化改修（第一期）工事について、次のように請負契約を締結することと

する。 

  令和５年９月１３日提出 

                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

１ 工 事 名 第一高校長寿命化改修（第一期）工事 

２ 工 事 内 容 （１）普通教室棟の改修 

              鉄筋コンクリート造、地上４階建て、延べ面積３，５４１

平方メートル 

（２）クラブハウス棟の改修 

    鉄骨造、地上２階建て、延べ面積７２０平方メートル 

（３）上記（１）及び（２）に伴う薬品庫の解体 

３ 工 事 場 所 熊本市中央区古城町３番１号地内 

４ 工     期 契約締結の日の翌日から令和７年２月１４日まで 

５ 契 約 金 額 ９５７，０００，０００円 

６ 契約の相手方 熊本市東区尾ノ上四丁目２０番１１号 

 竹内・坂口建設工事共同企業体 

 代表者 株式会社竹内工務店 代表取締役 竹内浩二 

７ 契 約 の 方 法 一般競争入札 

 （提案理由） 

 第一高校長寿命化改修（第一期）工事請負契約の締結について、議会の議決に付すべき

契約に関する条例（昭和３９年熊本県条例第３０号）第２条の規定により議会の議決を経

る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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第 ２３ 号 

   工事請負契約の変更について 

 令和４年９月熊本県議会定例会において議決された小川工業高校実習棟改築工事請負契

約のうち、工期「契約締結の日の翌日から令和６年２月１６日まで」を「契約締結の日の

翌日から令和６年３月１５日まで」に、契約金額「１，５４２，７５０，０００円」を

「１，５６３，４７２，０８７円」に変更することとする。 

  令和５年９月１３日提出 

                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

 （提案理由） 

 工事内容の変更のため、工期及び契約金額を変更する必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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第 ２４ 号 

   工事請負契約の変更について 

 令和４年９月熊本県議会定例会において議決された球磨支援学校校舎棟新築工事請負契

約のうち、工期「契約締結の日の翌日から令和６年１月２９日まで」を「契約締結の日の

翌日から令和６年２月２８日まで」に、契約金額「１，４４７，６００，０００円」を

「１，４７９，６０１，５０９円」に変更することとする。 

  令和５年９月１３日提出 

                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

 （提案理由） 

 工事内容の変更のため、工期及び契約金額を変更する必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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第 ２５ 号 

   専決処分の報告及び承認について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により専決処分した事

件について、同条第３項の規定により次のとおり報告し、承認を求める。 

  令和５年９月１３日提出 

熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

専第 ２６ 号 

   和解及び損害賠償額の決定について 

 令和５年４月１１日県南広域本部駐車場内で発生した立看板の転倒による車両損傷事故 

に関し、次の者と熊本県との間に次のとおり損害賠償の額を決定し、和解することとする。 

  令和５年８月３１日専決    

熊本県知事 蒲 島 郁 夫    

和解の相手方 損害賠償の額 和   解   事   項 

個 人 

（車両所有者） 

５２，３６０円 当事者双方は、今後本件に関して、 

裁判上又は裁判外において一切の異議 

及び請求の申立てをしないこと。 
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第 ２６ 号 

   専決処分の報告及び承認について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により専決処分した事

件について、同条第３項の規定により次のとおり報告し、承認を求める。 

  令和５年９月１３日提出 

 熊本県知事 蒲 島 郁 夫    

専第 ２７ 号 

   和解及び損害賠償額の決定について 

令和５年５月８日に判明した、熊本県が賃借したパソコンの破損及び部品の紛失に関し、

和解の相手方と熊本県との間に次のとおり損害賠償の額を決定し、和解することとする。 

  令和５年９月１日専決 

熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

和解の相手方 損害賠償の額 和 解 事 項 

テンプラス株式会

社 

４４，８８０円 当事者双方は、今後本件に関して、裁

判上又は裁判外において一切の異議及び

請求の申立てをしないこと。 
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第 ２７ 号 

      専決処分の報告及び承認について 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により専決処分した事 

件について、同条第３項の規定により次のとおり報告し、承認を求める。 

    令和５年９月１３日提出 

                                               熊本県知事  蒲 島 郁 夫    

専第 １９ 号 

   和解及び損害賠償額の決定について 

 次に掲げる日、路線名等、場所及び原因で発生した事故に関し、和解の相手方と熊本県

との間に次のとおり損害賠償の額を決定し、和解することとする。 

  令和５年８月２１日専決 

熊本県知事 蒲 島 郁 夫    

発 生 日 

路 線 名 等 

発 生 場 所 

事 故 の 原 因 

和解の相手方 損害賠償の額 和 解 事 項 

令和３年５月２１日 

一般国道２１９号 

八代市坂本町川嶽地内 

道路崩壊 

個 人 

（車両所有者） 

５９８,４２３円 当事者双方は、

今後本件に関し

て、裁判上又は裁

判外において一切

の異議及び請求の

申立てをしないこ

と。 
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第 ２８ 号 

      専決処分の報告及び承認について 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により専決処分した事 

件について、同条第３項の規定により次のとおり報告し、承認を求める。 

    令和５年９月１３日提出 

                                               熊本県知事  蒲 島 郁 夫    

専第 １７ 号 

   和解及び損害賠償額の決定について 

 次に掲げる日、路線名等、場所及び原因で発生した事故に関し、和解の相手方と熊本県

との間に次のとおり損害賠償の額を決定し、和解することとする。 

  令和５年７月２８日専決 

熊本県知事 蒲 島 郁 夫    

発 生 日 

路 線 名 等 

発 生 場 所 

事 故 の 原 因 

和解の相手方 損害賠償の額 和 解 事 項 

令和５年４月８日 

主要地方道熊本益城

大津線 

上益城郡益城町大字

平田地内 

落枝 

個 人 

（車両所有者） 

１，０６５,１２０円 当事者双方は、

今後本件に関し

て、裁判上又は裁

判外において一切

の異議及び請求の

申立てをしないこ

と。 
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第 ２９ 号 

      専決処分の報告及び承認について 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により専決処分した事 

件について、同条第３項の規定により次のとおり報告し、承認を求める。 

    令和５年９月１３日提出 

                                               熊本県知事  蒲 島 郁 夫    

専第 １８ 号 

   和解及び損害賠償額の決定について 

 次に掲げる日、路線名等、場所及び原因で発生した事故に関し、和解の相手方と熊本県

との間に次のとおり損害賠償の額を決定し、和解することとする。 

  令和５年７月２８日専決 

熊本県知事 蒲 島 郁 夫    

発 生 日 

路 線 名 等 

発 生 場 所 

事 故 の 原 因 

和解の相手方 損害賠償の額 和 解 事 項 

令和５年５月７日 

一般県道畑中山鹿線 

山鹿市山鹿地内 

穴ぼこ 

個 人 

（車両所有者） 

８,５５４円 当事者双方は、

今後本件に関し

て、裁判上又は裁

判外において一切

の異議及び請求の

申立てをしないこ

と。 
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第 ３０ 号 

      専決処分の報告及び承認について 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により専決処分した事 

件について、同条第３項の規定により次のとおり報告し、承認を求める。 

    令和５年９月１３日提出 

                                               熊本県知事  蒲 島 郁 夫    

専第 ２０ 号 

   和解及び損害賠償額の決定について 

 次に掲げる日、路線名等、場所及び原因で発生した事故に関し、和解の相手方と熊本県

との間に次のとおり損害賠償の額を決定し、和解することとする。 

  令和５年８月２１日専決 

熊本県知事 蒲 島 郁 夫    

発 生 日 

路 線 名 等 

発 生 場 所 

事 故 の 原 因 

和解の相手方 損害賠償の額 和 解 事 項 

令和５年６月１９日 

一般国道３２５号 

菊池郡大津町大字杉水

地内 

路上障害物 

個 人 

（車両所有者） 

８,０００円 当事者双方は、

今後本件に関し

て、裁判上又は裁

判外において一切

の異議及び請求の

申立てをしないこ

と。 
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第 ３１ 号 

      専決処分の報告及び承認について 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により専決処分した事 

件について、同条第３項の規定により次のとおり報告し、承認を求める。 

    令和５年９月１３日提出 

                                               熊本県知事  蒲 島 郁 夫    

専第 ２１ 号 

   和解及び損害賠償額の決定について 

 次に掲げる日、路線名等、場所及び原因で発生した事故に関し、和解の相手方と熊本県

との間に次のとおり損害賠償の額を決定し、和解することとする。 

  令和５年８月２１日専決 

熊本県知事 蒲 島 郁 夫    

発 生 日 

路 線 名 等 

発 生 場 所 

事 故 の 原 因 

和解の相手方 損害賠償の額 和 解 事 項 

令和５年６月２８日 

主要地方道玉名山鹿線 

玉名郡和水町岩尻地内 

倒竹 

個 人 

（車両所有者） 

２５４,１８０円 当事者双方は、

今後本件に関し

て、裁判上又は裁

判外において一切

の異議及び請求の

申立てをしないこ

と。 
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第 ３２ 号 

      専決処分の報告及び承認について 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により専決処分した事 

件について、同条第３項の規定により次のとおり報告し、承認を求める。 

    令和５年９月１３日提出 

                                               熊本県知事  蒲 島 郁 夫    

専第 ２２ 号 

   和解及び損害賠償額の決定について 

 次に掲げる日、路線名等、場所及び原因で発生した事故に関し、和解の相手方と熊本県

との間に次のとおり損害賠償の額を決定し、和解することとする。 

  令和５年８月２１日専決 

熊本県知事 蒲 島 郁 夫    

発 生 日 

路 線 名 等 

発 生 場 所 

事 故 の 原 因 

和解の相手方 損害賠償の額 和 解 事 項 

令和５年７月１日 

一般県道大津西合志線 

合志市栄地内 

蓋不全 

個 人 

（車両所有者） 

１２,２８７円 当事者双方は、

今後本件に関し

て、裁判上又は裁

判外において一切

の異議及び請求の

申立てをしないこ

と。 
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第 ３３ 号 

      専決処分の報告及び承認について 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により専決処分した事 

件について、同条第３項の規定により次のとおり報告し、承認を求める。 

    令和５年９月１３日提出 

                                               熊本県知事  蒲 島 郁 夫    

専第 ２３ 号 

   和解及び損害賠償額の決定について 

 次に掲げる日、路線名等、場所及び原因で発生した事故に関し、和解の相手方と熊本県

との間に次のとおり損害賠償の額を決定し、和解することとする。 

  令和５年８月２１日専決 

熊本県知事 蒲 島 郁 夫    

発 生 日 

路 線 名 等 

発 生 場 所 

事 故 の 原 因 

和解の相手方 損害賠償の額 和 解 事 項 

令和４年８月２３日 

一般県道八代港大手町線 

八代市出町地内 

街路樹の根による配管損

傷 

個 人 

（建物所有者） 

１５１,８００円 当事者双方は、

今後本件に関し

て、裁判上又は裁

判外において一切

の異議及び請求の

申立てをしないこ

と。 
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第 ３４ 号 

   専決処分の報告及び承認について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により専決処分した事

件について、同条第３項の規定により次のとおり報告し、承認を求める。 

  令和５年９月１３日提出 

                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

専第 ２５ 号 

   訴えの提起について 

 熊本県育英資金貸付金の支払請求について、次のように訴えを提起することとする。 

  令和５年８月３１日専決 

                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

１ 当事者 

   原告 熊本市中央区水前寺六丁目１８番１号 

                熊本県 

                 上記代表者 熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

   被告 個人（１人） 

２ 事件名 熊本県育英資金貸付金請求事件 

３ 事件の内容 

被告は、熊本県育英資金の返還を延滞しているため、約定に基づき、貸与した育英資

金の返還を求めるものである。 

４ 請求の趣旨 

(1) 被告は、延滞返還金及び延滞利息の金員を一括して支払え。 

(2) 訴訟費用は、被告の負担とする。 

   との判決及び仮執行の宣言を求める。 

５ 訴え遂行の方針 

  第一審の判決の結果必要がある場合は、上訴する。 
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第 ３５ 号 

      令和４年度熊本県一般会計歳入歳出決算の認定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和４年度熊

本県一般会計歳入歳出決算について、別冊のとおり認定を求める。 

令和５年９月１３日提出 

                                             熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
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第 ３６ 号 

     令和４年度熊本県中小企業振興資金特別会計歳入歳出決算の認定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和４年度熊

本県中小企業振興資金特別会計歳入歳出決算について、別冊のとおり認定を求める。 

令和５年９月１３日提出 

                                             熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
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第 ３７ 号 

      令和４年度熊本県母子父子寡婦福祉資金特別会計歳入歳出決算の認定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和４年度熊

本県母子父子寡婦福祉資金特別会計歳入歳出決算について、別冊のとおり認定を求める。 

令和５年９月１３日提出 

                                             熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
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第 ３８ 号 

      令和４年度熊本県収入証紙特別会計歳入歳出決算の認定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和４年度熊

本県収入証紙特別会計歳入歳出決算について、別冊のとおり認定を求める。 

令和５年９月１３日提出 

                                             熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
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第 ３９ 号 

      令和４年度熊本県立高等学校実習資金特別会計歳入歳出決算の認定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和４年度熊

本県立高等学校実習資金特別会計歳入歳出決算について、別冊のとおり認定を求める。 

令和５年９月１３日提出 

                                             熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
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第 ４０ 号 

      令和４年度熊本県港湾整備事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和４年度熊

本県港湾整備事業特別会計歳入歳出決算について、別冊のとおり認定を求める。 

令和５年９月１３日提出 

                                             熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
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第 ４１ 号 

      令和４年度熊本県臨海工業用地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和４年度熊 

本県臨海工業用地造成事業特別会計歳入歳出決算について、別冊のとおり認定を求める。 

  令和５年９月１３日提出 

                                             熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
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第 ４２ 号 

      令和４年度熊本県育英資金等貸与特別会計歳入歳出決算の認定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和４年度熊

本県育英資金等貸与特別会計歳入歳出決算について、別冊のとおり認定を求める。 

  令和５年９月１３日提出 

熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
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第 ４３ 号 

      令和４年度熊本県林業改善資金特別会計歳入歳出決算の認定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和４年度熊

本県林業改善資金特別会計歳入歳出決算について、別冊のとおり認定を求める。 

  令和５年９月１３日提出 

                                             熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
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第 ４４ 号 

      令和４年度熊本県沿岸漁業改善資金特別会計歳入歳出決算の認定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和４年度熊

本県沿岸漁業改善資金特別会計歳入歳出決算について、別冊のとおり認定を求める。 

  令和５年９月１３日提出 

熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
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第 ４５ 号 

      令和４年度熊本県市町村振興資金貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和４年度熊 

本県市町村振興資金貸付事業特別会計歳入歳出決算について、別冊のとおり認定を求める。 

  令和５年９月１３日提出 

                                             熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
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第 ４６ 号 

      令和４年度熊本県高度技術研究開発基盤整備事業等特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和４年度熊

本県高度技術研究開発基盤整備事業等特別会計歳入歳出決算について、別冊のとおり認定

を求める。 

  令和５年９月１３日提出 

                                             熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
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第 ４７ 号 

      令和４年度熊本県のチッソ株式会社に対する貸付けに係る県債償還等特別会計歳入

歳出決算の認定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和４年度熊 

本県のチッソ株式会社に対する貸付けに係る県債償還等特別会計歳入歳出決算について、 

別冊のとおり認定を求める。 

  令和５年９月１３日提出 

                                             熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
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第 ４８ 号 

      令和４年度熊本県公債管理特別会計歳入歳出決算の認定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和４年度熊

本県公債管理特別会計歳入歳出決算について、別冊のとおり認定を求める。 

  令和５年９月１３日提出 

                                             熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
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第 ４９ 号 

      令和４年度熊本県国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和４年度熊

本県国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算について、別冊のとおり認定を求める。 

  令和５年９月１３日提出 

                                             熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
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第 ５０ 号 

   令和４年度熊本県病院事業会計利益の処分及び決算の認定について 

 別冊のとおり、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３２条第２項の規定に

より令和４年度熊本県病院事業会計において生じた利益の処分について議決を求め、同法

第３０条第４項の規定により令和４年度熊本県病院事業会計決算について認定を求める。 

  令和５年９月１３日提出 

熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
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第 ５１ 号 

   令和４年度熊本県電気事業会計決算の認定について 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、令和４年

度熊本県電気事業会計決算について、別冊のとおり認定を求める。 

  令和５年９月１３日提出 

熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
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第 ５２ 号 

   令和４年度熊本県工業用水道事業会計決算の認定について 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、令和４年

度熊本県工業用水道事業会計決算について、別冊のとおり認定を求める。 

  令和５年９月１３日提出 

熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
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第 ５３ 号 

   令和４年度熊本県有料駐車場事業会計利益の処分及び決算の認定について 

 別冊のとおり、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３２条第２項の規定に

より令和４年度熊本県有料駐車場事業会計において生じた利益の処分について議決を求め、

同法第３０条第４項の規定により令和４年度熊本県有料駐車場事業会計決算について認定

を求める。 

  令和５年９月１３日提出 

熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
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第 ５４ 号                                 

令和４年度熊本県流域下水道事業会計決算の認定について 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、令和４年

度熊本県流域下水道事業会計決算について、別冊のとおり認定を求める。 

令和５年９月１３日提出 

熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
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報告第 １ 号 

   専決処分の報告について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分した事

件について、次のとおり報告する。 

  令和５年９月１３日提出 

熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

専第 ２８ 号 

   和解について 

 次に掲げる日及び場所で発生した和解の相手方の車両等と熊本県職員が運転する公用車

による交通事故に関し、和解の相手方と熊本県との間に次のとおり和解することとする。 

  令和５年９月１日専決 

     熊本県知事 蒲 島 郁 夫    

発 生 日 

発 生 場 所 

和解の相手方 

相手方の車両等 
和 解 事 項 

令和５年２月８日 

球磨郡湯前町地内 

個 人 

（車両所有者） 

軽乗用車 

当事者双方は、今後本件に関し

て、裁判上又は裁判外において一

切の異議及び請求の申立てをしな

いこと。 
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報告第 ２ 号 

      専決処分の報告について 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分した事  

件について、次のとおり報告する。 

    令和５年９月１３日提出 

                                               熊本県知事  蒲 島 郁 夫  

専第 ２９ 号 

   和解について 

 次に掲げる日及び場所で発生した和解の相手方の車両等と熊本県職員が運転する公用車

による交通事故に関し、和解の相手方と熊本県との間に次のとおり和解することとする。 

  令和５年９月１日専決 

熊本県知事 蒲 島 郁 夫    

発  生  日 

発 生 場 所 

和解の相手方 

相手方の車両等 
和 解 事 項 

令和４年１２月２８日 

上益城郡益城町惣領地内 

個 人 

（車両所有者） 

普通乗用車 

 

当事者双方は、今後本件に関し

て、裁判上又は裁判外において一

切の異議及び請求の申立てをしな

いこと。 
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報告第 ３ 号 

      専決処分の報告について 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分した事  

件について、次のとおり報告する。 

    令和５年９月１３日提出 

                                               熊本県知事  蒲 島 郁 夫  

専第 ３０ 号 

   和解及び損害賠償額の決定について 

 次に掲げる日及び場所で発生した熊本県職員が運転する熊本県が和解の相手方から賃借

したレンタカーによる交通事故に関し、和解の相手方と熊本県との間に次のとおり損害賠

償の額を決定し、和解することとする。 

  令和５年９月１日専決 

熊本県知事 蒲 島 郁 夫    

発  生  日 

発 生 場 所 
和解の相手方 損害賠償の額 和 解 事 項 

令和４年１２月２８日 

上益城郡益城町惣領地

内 

株式会社トヨタレ

ンタリース熊本 

９１，５０８円 当事者双方は、

今後本件に関し

て、裁判上又は裁

判外において一切

の異議及び請求の

申立てをしないこ

と。 
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報告第 ４ 号 

      専決処分の報告について 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分した事  

件について、次のとおり報告する。 

    令和５年９月１３日提出 

                                               熊本県知事  蒲 島 郁 夫  

専第 ３１ 号 

   和解及び損害賠償額の決定について 

 次に掲げる日及び場所で発生した和解の相手方の車両等と熊本県職員が運転する公用車

による交通事故に関し、和解の相手方と熊本県との間に次のとおり損害賠償の額を決定し、

和解することとする。 

  令和５年９月１日専決 

熊本県知事 蒲 島 郁 夫    

発  生  日 

発 生 場 所 

和解の相手方 

相手方の車両等 
損害賠償の額 和 解 事 項 

令和５年１月２３日 

上益城郡益城町宮園

地内 

 

伸栄空調設備株

式会社 

（車両使用者） 

普通貨物自動車 

 

８４，７００円 当事者双方は、

今 後 本 件 に 関 し

て、裁判上又は裁

判外において一切

の異議及び請求の

申立てをしないこ

と。 
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報告第 ５ 号 

      専決処分の報告について 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分した事  

件について、次のとおり報告する。 

    令和５年９月１３日提出 

                                               熊本県知事  蒲 島 郁 夫  

専第 ３２ 号 

   和解及び損害賠償額の決定について 

 次に掲げる日及び場所で発生した和解の相手方の車両等と熊本県職員が運転する公用車

による交通事故に関し、和解の相手方と熊本県との間に次のとおり損害賠償の額を決定し、

和解することとする。 

  令和５年９月１日専決 

熊本県知事 蒲 島 郁 夫    

発  生  日 

発 生 場 所 

和解の相手方 

相手方の車両等 
損害賠償の額 和 解 事 項 

令和５年１月２３日 

上益城郡益城町宮園

地内 

 

肥銀リース株式

会社 

（車両所有者） 

普通貨物自動車 

 

６９，６９６円 当事者双方は、

今 後 本 件 に 関 し

て、裁判上又は裁

判外において一切

の異議及び請求の

申立てをしないこ

と。 
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報告第 ６ 号 

      専決処分の報告について 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分した事  

件について、次のとおり報告する。 

    令和５年９月１３日提出 

                                               熊本県知事  蒲 島 郁 夫  

専第 ３３ 号 

   和解について 

 次に掲げる日及び場所で発生した熊本県職員が運転する熊本県が和解の相手方から賃借

したレンタカーによる交通事故に関し、和解の相手方と熊本県との間に次のとおり和解す

ることとする。 

  令和５年９月１日専決 

熊本県知事 蒲 島 郁 夫    

発  生  日 

発 生 場 所 
和解の相手方 和 解 事 項 

令和５年１月２３日 

上益城郡益城町宮園地内 

株式会社トヨタレ

ンタリース熊本 

当事者双方は、今後本件に関し

て、裁判上又は裁判外において一

切の異議及び請求の申立てをしな

いこと。 
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報告第 ７ 号 

      専決処分の報告について 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分した事  

件について、次のとおり報告する。 

    令和５年９月１３日提出 

                                               熊本県知事  蒲 島 郁 夫  

専第 ３４ 号 

   和解及び損害賠償額の決定について 

 次に掲げる日及び場所で発生した和解の相手方の車両等と熊本県職員が運転する公用車

による交通事故に関し、和解の相手方と熊本県との間に次のとおり損害賠償の額を決定し、

和解することとする。 

  令和５年９月１日専決 

熊本県知事 蒲 島 郁 夫    

発  生  日 

発 生 場 所 

和解の相手方 

相手方の車両等 
損害賠償の額 和 解 事 項 

令和５年６月２７日 

阿蘇市黒川地内 

個 人 

（車両所有者） 

軽乗用車 

 

２９，５９０円 当事者双方は、

今後本件に係る物

的損害に関して、

裁判上又は裁判外

において一切の異

議及び請求の申立

てをしないこと。 
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報告第 ８ 号 

   専決処分の報告について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分した事

件について、次のとおり報告する。 

  令和５年９月１３日提出 

                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

専第 ２４ 号 

   和解及び損害賠償額の決定について 

次に掲げる日及び場所で発生した和解の相手方使用の車両等と熊本県警察職員が運転す

る公用車による交通事故に関し、和解の相手方と熊本県との間に次のとおり損害賠償の額

を決定し、和解することとする。 

  令和５年８月２４日専決 

                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

番

号 

発  生  日 

発 生 場 所 

和解の相手方 

相手方の車両等 
損害賠償の額 和解事項 

１ 

令和５年３月４日 

上益城郡益城町大字木

山地内 

 

個 人 

（車両所有者） 

普通乗用車 

１６９，６２２円   当事者双

方は、今後

本件に関し

て、裁判上

又は裁判外

において一

切の異議及

び請求の申

立てをしな

いこと。 

 

２ 

 

令和５年３月５日 

上益城郡御船町大字田

代地内 

 

 

個 人 

（車両所有者） 

（車両運転者） 

大型自動二輪車 

 

１６５，９８０円 

 

３ 

令和５年５月２３日 

菊池市泗水町吉富地内 

 

 

個 人 

（所有者） 

ブロック塀 

１７１，０５０円 

４ 

令和５年６月１９日 

球磨郡多良木町大字多

良木地内 

シルバーカナイ 

有限会社 

（車両所有者） 

 普通乗用車 

 

６６，５３７円 
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報告第 ９ 号 

   公立大学法人熊本県立大学の経営状況を説明する書類の提出について 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、公立大学

法人熊本県立大学の令和４年度決算に関する書類及び令和５年度事業計画に関する書類を

別冊のとおり提出する。 

    令和５年９月１３日提出 

                                            熊本県知事 蒲 島 郁 夫   
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報告第 １０ 号 

   公益財団法人熊本県立劇場の経営状況を説明する書類の提出について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、公益財団

法人熊本県立劇場の令和４年度決算に関する書類及び令和５年度事業計画に関する書類を

別冊のとおり提出する。 

  令和５年９月１３日提出 

                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
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報告第 １１ 号 

   天草エアライン株式会社の経営状況を説明する書類の提出について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、天草エア

ライン株式会社の令和４年度決算に関する書類及び令和５年度事業計画に関する書類を別

冊のとおり提出する。 

  令和５年９月１３日提出 

                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
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報告第 １２ 号 

   豊肥本線高速鉄道保有株式会社の経営状況を説明する書類の提出について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、豊肥本線

高速鉄道保有株式会社の令和４年度決算に関する書類及び令和５年度事業計画に関する書

類を別冊のとおり提出する。 

  令和５年９月１３日提出 

                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
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報告第 １３ 号 

   肥薩おれんじ鉄道株式会社の経営状況を説明する書類の提出について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、肥薩おれ

んじ鉄道株式会社の令和４年度決算に関する書類及び令和５年度事業計画に関する書類を

別冊のとおり提出する。 

  令和５年９月１３日提出 

                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
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報告第 １４ 号 

   一般財団法人熊本さわやか長寿財団の経営状況を説明する書類の提出について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、一般財団

法人熊本さわやか長寿財団の令和４年度決算に関する書類及び令和５年度事業計画に関す

る書類を別冊のとおり提出する。 

  令和５年９月１３日提出 

                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
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報告第 １５ 号 

公益財団法人熊本県総合保健センターの経営状況を説明する書類の提出について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、公益財団

法人熊本県総合保健センターの令和４年度決算に関する書類及び令和５年度事業計画に関

する書類を別冊のとおり提出する。 

  令和５年９月１３日提出 

                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
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報告第 １６ 号 

   公益財団法人熊本県移植医療推進財団の経営状況を説明する書類の提出について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、公益財団

法人熊本県移植医療推進財団の令和４年度決算に関する書類及び令和５年度事業計画に関

する書類を別冊のとおり提出する。 

  令和５年９月１３日提出 

                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 

報告第 １７ 号 

   公益財団法人熊本県生活衛生営業指導センターの経営状況を説明する書類の提出に 

   ついて 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、公益財団

法人熊本県生活衛生営業指導センターの令和４年度決算に関する書類及び令和５年度事業

計画に関する書類を別冊のとおり提出する。 

令和５年９月１３日提出 

                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
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報告第 １８ 号 

   公益財団法人水俣・芦北地域振興財団の経営状況を説明する書類の提出について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、公益財団

法人水俣・芦北地域振興財団の令和４年度決算に関する書類及び令和５年度事業計画に関

する書類を別冊のとおり提出する。 

  令和５年９月１３日提出 

熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 

報告第 １９ 号 

   公益財団法人熊本県環境整備事業団の経営状況を説明する書類の提出について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、公益財団

法人熊本県環境整備事業団の令和４年度決算に関する書類及び令和５年度事業計画に関す

る書類を別冊のとおり提出する。 

  令和５年９月１３日提出 

熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 76 

報告第 ２０ 号 

   一般財団法人熊本テルサの経営状況を説明する書類の提出について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、一般財団

法人熊本テルサの令和４年度決算に関する書類及び令和５年度事業計画に関する書類を別

冊のとおり提出する。 

  令和５年９月１３日提出 

                                     熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 77 

報告第 ２１ 号 

   公益財団法人熊本県雇用環境整備協会の経営状況を説明する書類の提出について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、公益財団

法人熊本県雇用環境整備協会の令和４年度決算に関する書類及び令和５年度事業計画に関

する書類を別冊のとおり提出する。 

  令和５年９月１３日提出 

                                     熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 78 

報告第 ２２ 号 

   希望の里ホンダ株式会社の経営状況を説明する書類の提出について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、希望の里

ホンダ株式会社の令和４年度決算に関する書類及び令和５年度事業計画に関する書類を別

冊のとおり提出する。 

  令和５年９月１３日提出 

                                     熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

79 

報告第 ２３ 号 

   公益財団法人くまもと産業支援財団の経営状況を説明する書類の提出について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、公益財団

法人くまもと産業支援財団の令和４年度決算に関する書類及び令和５年度事業計画に関す

る書類を別冊のとおり提出する。 

  令和５年９月１３日提出 

                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

 



 

 80 

報告第 ２４ 号 

   株式会社テクノインキュベーションセンターの経営状況を説明する書類の提出につ 

   いて 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、株式会社

テクノインキュベーションセンターの令和４年度決算に関する書類及び令和５年度事業計

画に関する書類を別冊のとおり提出する。 

  令和５年９月１３日提出 

                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 



 

81 

報告第 ２５ 号 

   一般財団法人熊本県伝統工芸館の経営状況を説明する書類の提出について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、一般財団

法人熊本県伝統工芸館の令和４年度決算に関する書類及び令和５年度事業計画に関する書

類を別冊のとおり提出する。 

  令和５年９月１３日提出 

                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

82 

報告第 ２６ 号 

   一般社団法人熊本県野菜価格安定資金協会の経営状況を説明する書類の提出につい

て 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、一般社団

法人熊本県野菜価格安定資金協会の令和４年度決算に関する書類及び令和５年度事業計画

に関する書類を別冊のとおり提出する。 

  令和５年９月１３日提出 

                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

83 

報告第 ２７ 号 

   公益社団法人熊本県畜産協会の経営状況を説明する書類の提出について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、公益社団

法人熊本県畜産協会の令和４年度決算に関する書類及び令和５年度事業計画に関する書類

を別冊のとおり提出する。 

令和５年９月１３日提出 

熊本県知事 蒲 島 郁 夫    

 

 

 

 

 

 

 



 

 84 

報告第 ２８ 号 

   公益財団法人熊本県農業公社の経営状況を説明する書類の提出について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、公益財団

法人熊本県農業公社の令和４年度決算に関する書類及び令和５年度事業計画に関する書類

を別冊のとおり提出する。 

  令和５年９月１３日提出 

                                     熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

85 

報告第 ２９ 号 

   公益社団法人熊本県林業公社の経営状況を説明する書類の提出について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、公益社団

法人熊本県林業公社の令和４年度決算に関する書類及び令和５年度事業計画に関する書類

を別冊のとおり提出する。 

  令和５年９月１３日提出 

                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 86 

報告第 ３０ 号 

   公益財団法人熊本県林業従事者育成基金の経営状況を説明する書類の提出について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、公益財団

法人熊本県林業従事者育成基金の令和４年度決算に関する書類及び令和５年度事業計画に

関する書類を別冊のとおり提出する。 

  令和５年９月１３日提出 

                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

87 

報告第 ３１ 号 

   公益財団法人くまもと里海づくり協会の経営状況を説明する書類の提出について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、公益財団

法人くまもと里海づくり協会の令和４年度決算に関する書類及び令和５年度事業計画に関

する書類を別冊のとおり提出する。 

  令和５年９月１３日提出 

                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 88 

報告第 ３２ 号 

   熊本県道路公社の経営状況を説明する書類の提出について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、熊本県道

路公社の令和４年度決算に関する書類及び令和５年度事業計画に関する書類を別冊のとお

り提出する。 

  令和５年９月１３日提出 

                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 89 

報告第 ３３ 号 

   一般財団法人白川水源地域対策基金の経営状況を説明する書類の訂正について 

 令和４年９月熊本県議会定例会に提出した一般財団法人白川水源地域対策基金の令和３

年度決算に関する書類及び令和４年度事業計画に関する書類について、記載内容を訂正し

たので、訂正後の書類を別冊のとおり提出する。 

  令和５年９月１３日提出 

熊本県知事 蒲 島 郁 夫 



 

90 

報告第 ３４ 号 

   一般財団法人白川水源地域対策基金の経営状況を説明する書類の提出について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、一般財団

法人白川水源地域対策基金の令和４年度決算に関する書類及び令和５年度事業計画に関す

る書類を別冊のとおり提出する。 

  令和５年９月１３日提出 

                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

 

 

 

 

 

 

 



 

91 

報告第 ３５ 号 

   公益財団法人熊本県武道振興会の経営状況を説明する書類の提出について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、公益財団

法人熊本県武道振興会の令和４年度決算に関する書類及び令和５年度事業計画に関する書

類を別冊のとおり提出する。 

  令和５年９月１３日提出 

                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

 

 

 

 

 

 

 



 

 92 

報告第 ３６ 号 

     公益財団法人熊本県暴力追放運動推進センターの経営状況を説明する書類の提出に

ついて 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、公益財団

法人熊本県暴力追放運動推進センターの令和４年度決算に関する書類及び令和５年度事業

計画に関する書類を別冊のとおり提出する。 

  令和５年９月１３日提出 

                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 93 

報告第 ３７ 号 

   熊本県における事務の的確・適正な執行の確保に関する評価報告書の提出について 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１５０条第６項の規定により、令和４年度の

熊本県における事務の的確・適正な執行の確保に関する評価報告書について、別冊のとお

り熊本県監査委員の意見を付けて提出する。 

  令和５年９月１３日提出 

                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 94 

報告第 ３８ 号 

   令和４年度決算に基づく熊本県の財政の健全化判断比率及び公営企業の資金不足比 

率の報告について 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第１項及

び第２２条第１項の規定により、令和４年度決算に基づく熊本県の財政の健全化判断比率

及び熊本県が経営する公営企業の資金不足比率について、別冊のとおり熊本県監査委員の

意見を付けて報告する。 

  令和５年９月１３日提出 

                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 95 

報告第 ３９ 号 

   公立大学法人熊本県立大学の令和４年度における業務の実績に関する評価について 

  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律（令和５年法律第５８号）附則第３条第３項の規定により、熊本県公立大学法人評

価委員会が行った公立大学法人熊本県立大学の令和４年度における業務の実績に関する評

価について、同法第５条の規定による改正前の地方独立行政法人法（平成１５年法律第１

１８号）第７８条の２第６項の規定の例により、別冊のとおり報告する。 

    令和５年９月１３日提出 

                                            熊本県知事 蒲 島 郁 夫  



 

 96 

報告第 ４０ 号 

   熊本県教育委員会の点検及び評価報告書の提出について 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２６条第１

項の規定により、令和４年度の熊本県教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状

況に関する点検及び評価報告書を別冊のとおり提出する。 

  令和５年９月１３日提出 

                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
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